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旧御所水道ポンプ室の保存・活用に係る懇談会設置要綱 

 

（目的） 

第１条 琵琶湖疏水の関連施設である「旧御所水道ポンプ室」の保存・活用の方法の

検討に向けて，外部有識者等から，専門的な見地からの意見や助言を受けるため，

旧御所水道ポンプ室の保存・活用に係る懇談会を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 懇談会の所掌事項は，次の各号に掲げるものとする。 

  旧御所水道ポンプ室の保存・活用に係る事項 

  旧御所水道ポンプ室の耐震補強を含む改修等に係る事項 

（組織） 

第３条 懇談会は，委員７名をもって組織する。 

２ 委員は，学識経験のある者その他公営企業管理者上下水道局長（以下「管理者」

という。）が適当と認める者のうちから，管理者が委嘱する。 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は，懇談会を設置した日から平成３０年３月３１日までとする。 

２ 委員は，再任することができる。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 懇談会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は，委員の互選により定め，副委員長は委員長が指名する。 

３ 委員長は，懇談会を代表し，会務を総理する。 

４ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるときは，その職務を代理する。 

５ 委員長及び副委員長に事故があるときは，あらかじめ委員長の指名する委員がそ

の職務を代理する。 

資料１ 
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（招集及び議事） 

第６条 懇談会は，委員長が招集する。ただし，委員長及びその職務を代理する者が

在任しないときの懇談会は，管理者が招集する。 

２ 委員長は，会議の議長となる。 

３ 懇談会は，委員の過半数が出席しなければ，会議を開くことができない。 

４ 懇談会の議事は，出席した委員の過半数で決し，可否同数のときは，議長の決す

るところによる。 

５ 懇談会は，必要があると認めるときは，委員以外の者に対して，意見の陳述，説

明その他の必要な協力を求めることができる。 

（庶務） 

第７条 懇談会の庶務は，上下水道局水道部管理課及び総務部経営企画課において行

う。 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか，懇談会の運営に関し必要な事項は，別に定め

る。 

附 則 

この要綱は，平成２９年１０月３１日から実施する。 
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旧御所水道ポンプ室の保存・活用に係る懇談会の公開に関する要領 

 

（趣旨） 

第１条 旧御所水道ポンプ室の保存・活用に係る懇談会（以下「懇談会」という。）

の公開については，京都市市民参加推進条例第７条及び京都市市民参加推進条例施

行規則第３条に定めるもののほか，この要領の定めるところによる。 

（懇談会の公開） 

第２条 懇談会は，原則として公開とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，委員長は，懇談会を公開することにより非公開情報

（京都市情報公開条例第７条に規定する非公開情報をいう。以下同じ。）が公にな

ると認めるときは，懇談会の全部又は一部を公開しないことができる。 

（公開の方法等） 

第３条 懇談会の公開は，懇談会の傍聴を希望する者に，当該懇談会の傍聴を認める

ことにより行う。 

２ 懇談会を公開するときは，傍聴する者（以下「傍聴者」という。）の定員をあら

かじめ定め，懇談会の会場に傍聴席を設けるものとする。 

（傍聴することができない者） 

第４条 次の各号のいずれかに該当する者は，懇談会を傍聴することができない。 

  棒，プラカード，つえ（疾病その他正当な理由がある場合を除く。）等人に危 

害を加えるおそれのある物を携帯している者 

  拡声器，鉢巻，腕章，たすき，ゼッケン，垂れ幕，のぼり，張り紙，ビラ等会 

議の進行を妨害するおそれのある物を着用し，又は携帯している者 

  酒気を帯びている者 

  その他懇談会の進行を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる

者 

 

資料２ 
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（傍聴者の守るべき事項） 

第５条 傍聴者は，職員の指示に従うとともに，次の各号に掲げる事項を守り，静穏

に傍聴しなければならない。 

  懇談会における発言に対し，拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。 

   懇談会の場において発言しないこと。 

  みだりに席を離れないこと。 

  飲食又は喫煙をしないこと。 

  携帯電話その他音の発生する機器の電源を切ること。 

  懇談会の場において，撮影，録音その他これに類する行為をしないこと。た

だし，委員長の許可を得た者は，この限りでない。 

  前各号に定めるもののほか，懇談会の進行の妨げとなり，又は他の傍聴者の

迷惑になる行為をしないこと。 

（傍聴者の退場） 

第６条 傍聴者は，懇談会を公開しないこととする決定があったときは，速やかに退

場しなければならない。 

（違反に対する措置） 

第７条 委員長は，傍聴者がこの要領の規定に違反したときは，当該違反行為を制止

し，その命令に従わないときは，当該傍聴者を退場させることができる。 

（議事録等） 

第８条 懇談会の終了後速やかに，議事録を作成しなければならない。 

２ 議事録及び懇談会の資料は，原則として公開する。 

３ 前項の規定にかかわらず，委員長は，次のいずれかに該当するときは，議事録又

は懇談会の資料の全部又は一部を公開しないことができる。 

  懇談会を公開しなかったとき。 

  議事録又は懇談会の資料を公開することにより，非公開情報が公になると認 

  めるとき。 

6



４ 前項の規定により議事録の全部又は一部を公開しないこととするときは，議事要

旨を作成し，公開するものとする。 

５ 議事録には，懇談会において定めた２人の出席委員が署名するものとする。 

附 則 

この要領は，平成２９年１０月３１日から実施する。 
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1

１
．
活
用
プ
ラ
ン
（
案
）
の
設
定

活
用
に
関
す
る
懇
談
会
に
お
け
る
主
な
意
見

検
討
す
る
活
用
プ
ラ
ン
（
案
）
の
設
定

オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
，
建
物
を
見
な
が
ら
カ
フ
ェ
を
楽
し
む

わ
ざ
わ
ざ
歩
い
て
行
っ
て
飲
食
を
楽
し
ん
で
く
る
場
所

ポ
ン
プ
施
設
と
し
て
紹
介
で
き
る
何
か
を
残
す
必
要
が
あ
る

歴
史
の
展
示
や
カ
フ
ェ
等
と
し
て
活
用

第
２
疏
水
記
念
館
の
よ
う
な
も
の

敷
地
一
体
で
考
え
る
の
が
現
実

ポ
ン
プ
室
だ
け
で
な
く
全
体
で
活
用
し
た
方
が
良
い

想
定
さ
れ
る
活
用
方
策
・
導
入
機
能

カ
フ
ェ

展
示
機
能

通
船
タ
ー
ミ
ナ
ル
機
能

（
待
合
・
休
憩
）

•
建
物
内
の
席
や
屋
外
の
テ
ラ
ス
席
で
，
喫
茶
や
軽
食
を
楽
し
め
る
カ
フ
ェ
の
イ
メ
ー
ジ

•
わ
ざ
わ
ざ
訪
れ
た
く
な
る
よ
う
な
上
質
な
雰
囲
気
の
空
間
を
想
定

•
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
の
サ
ー
ビ
ス
も
提
供

•
旧
御
所
水
道
ポ
ン
プ
室
の
施
設
紹
介
や
，
京
都
に
お
け
る
琵
琶
湖
疏
水
の
役
割
・
位
置
づ
け
や
歴

史
等
を
紹
介
す
る
展
示
機
能
を
想
定

•
屋
内
に
展
示
ス
ペ
ー
ス
を
設
置
す
る
だ
け
で
な
く
，
点
在
す
る
疏
水
関
連
施
設
を
紹
介
し
，
そ
の
場

に
誘
導
し
て
，
蹴
上
エ
リ
ア
全
体
を
「
フ
ィ
ー
ル
ド
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
と
し
て
見
せ
る
工
夫
を
実
施

•
琵
琶
湖
疏
水
記
念
館
に
訪
問
し
た
人
が
，
イ
ン
ク
ラ
イ
ン
を
と
お
っ
て
旧
御
所
水
道
ポ
ン
プ
室
に
訪

れ
る
コ
ー
ス
（
そ
の
逆
コ
ー
ス
も
あ
り
）
を
提
示
し
，
記
念
館
と
連
携
し
た
回
遊
性
を
創
出

•
旧
御
所
水
道
ポ
ン
プ
室
内
に
，
専
用
の
待
合
室
を
設
置
す
る
の
で
は
な
く
，
カ
フ
ェ
（
テ
ラ
ス
席
含

む
）
を
利
用
し
た
り
，
敷
地
内
に
別
途
，
休
憩
ス
ペ
ー
ス
を
設
置
す
る
こ
と
を
想
定
。

カ
フ
ェ
・
喫
茶

展
示

機
能

※
そ
の
他
，
通
船
事
業
の
た
め
の
，
タ
ー
ミ
ナ
ル
機
能
は
必
須

下
記
の
機
能
を
備
え
る
施
設
と
す
る
こ
と
を
想
定
し
，
活
用
プ
ラ
ン
（
案
）
を
検
討
す
る
。

導
入
機
能

施
設
イ
メ
ー
ジ

想
定
タ
ー
ゲ
ッ
ト

市
民
，
観
光
客
（
通
船
事
業
の
利
用
客

含
む
）
等

市
民
，
観
光
客
，
通
船
事
業
の
利
用
客

市
内
外
の
小
中
学
校
の
児
童
・
生
徒
等

通
船
事
業
の
利
用
客

38



2

２
-
１
．
旧
御
所
水
道
ポ
ン
プ
室
敷
地
周
辺
に
お
け
る
活
用
可
能
範
囲
の
設
定

・
駐
輪
場

・
駐
車
場
（
サ
ー
ビ
ス
用
）

取
水
池

来
訪
者
の
安
全
確
保
や
、
水
道
施
設
の
機
能
維
持
の
た
め
、

旧
御
所
水
道
ポ
ン
プ
室
の
敷
地
周
辺
に
お
い
て
、
来
訪
者
が

入
る
こ
と
の
で
き
る
範
囲
を
、
「
活
用
可
能
範
囲
」
と
し
て
設
定
し
、

こ
の
範
囲
の
中
で
、
来
訪
者
の
動
線
や
、
搬
入
な
ど
の
サ
ー
ビ

ス
動
線
を
踏
ま
え
た
機
能
配
置
を
検
討
す
る
。

サ
ー
ビ
ス
車
両
用
の
駐
車
場
を
敷
地
内
に
設
置
す
る
必
要
が

あ
る
。

新
取
水
池

出
入

口
メ
イ
ン
ア
プ
ロ
ー
チ

乗
船

場
所

下
船

場
所

【
凡

例
】

活
用

可
能

範
囲

来
訪

者
動

線

サ
ー
ビ
ス
動

線

旧
御
所
水
道
ポ
ン
プ
室
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２
-
２
．
土
地
利
用
方
針
（
素
案
）

・
駐
輪
場

・
駐
車
場
（
サ
ー
ビ
ス
用
）

取
水
池

旧
御
所
水
道
ポ
ン
プ
室

求
め
ら
れ
る
機
能
の
う
ち
，
カ
フ
ェ
，
展
示
ス
ペ
ー
ス
，
厨
房
を

旧
御
所
水
道
ポ
ン
プ
室
に
配
置

そ
の
他
の
通
船
待
合
，
従
業
員
用
休
憩
室
，
倉
庫
，
便
所
を
付

帯
施
設
と
し
て
整
備
し
，
配
置
す
る
こ
と
を
想
定
。

旧
御
所
水
道
ポ
ン
プ
室
の
価
値
の
維
持
・
最
大
限
の
活
用

の
た
め
、
前
面
空
地
の
整
備
、
サ
ー
ビ
ス
機
能
を
担
う
付
帯

施
設
の
整
備
を
実
施

新
取
水
池

メ
イ
ン
ア
プ
ロ
ー
チ

下
船

場
所

【
凡

例
】

活
用

可
能

範
囲

来
訪

者
動

線

出
入

口

乗
船

場
所

交
流

広
場

（
新

設
）

付
帯

施
設

（
新

設
）

親
水

空
間
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３
．
活
用
プ
ラ
ン
（
素
案
）
機
能
配
置
イ
メ
ー
ジ

旧
御
所
水
道
ポ
ン
プ
室
内
部
に
多
く
の
機
能
を
詰
め
込
む
と
，
落
ち
着
き
の
な
い
空
間
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
た
め
、
旧
御
所

水
道
ポ
ン
プ
室
は
シ
ン
プ
ル
な
空
間
と
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

ト
イ
レ
や
従
業
員
休
憩
室
，
倉
庫
等
の
バ
ッ
ク
ヤ
ー
ド
機
能
を
配
置
し
た
付
帯
施
設
へ
の
動
線
の
確
保
が
可
能
。

ポ
ン
プ
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト

(１
台
の
み
保
存
)

カ
フ
ェ
・
客
席

厨
房

展
示
ス
ペ
ー
ス

エ
ン
ト
ラ
ン
ス

下
船
場
所

ト
イ
レ

事
務
室
、
従
業
員
控
室
、

倉
庫
、
機
械
室 休
憩
室

（
通
船
乗
客
）

乗
船
場
所

（
親
水
空
間
）

交
流
広
場

付
帯
施
設
（
新
設
、
約
1
2
0
㎡
）
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３
．
【
参
考
】
活
用
プ
ラ
ン
（
案
）
厨
房
設
備
の
想
定
条
件

約
３
ｍ

約
４
ｍ

コ
ー
ル
ド
テ
ー
ブ
ル

下
部
冷
蔵
ス
ト
ッ
カ
ー

１
層
シ
ン
ク

コ
ー
ヒ
ー

マ
シ
ー
ン

ＩＨ
調
理
器

グ
ラ
イ
ン
ダ
ー

厨
房

内
壁

面
積

約
１
２
㎡

調
理
台

壁
を
無

く
し
て
開

放
感

を
演

出

加
熱
に
伴
う
調
理
は
行
わ
ず
、
ド
リ
ン
ク
類
中
心
の
メ
ニ
ュ
ー
を
想
定
し
て
ミ
ニ
マ
ム
の
ス
ペ
ー
ス
を
設
定
。

ス
イ
ー
ツ
類
は
営
業
企
業
が
別
施
設
で
生
産
し
た
商
品
を
搬
入
し
て
保
冷
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
で
の
提
供
を
想
定

商
品
の
サ
ー
ビ
ス
ス
タ
イ
ル
は
セ
ル
フ
で
は
無
く
、
フ
ル
サ
ー
ビ
ス
で
の
提
供
を
想
定
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３
．
【
参
考
】
活
用
プ
ラ
ン
（
案
）
什
器
備
品
等
の
配
置
（
鉄
骨
柱
の
位
置
を
配
慮
）

カ
フ
ェ

厨
房

展
示
コ
ー
ナ
ー

カ
フ
ェ

テ
ー
ブ
ル

大
テ
ー
ブ
ル

カ
ウ
ン
タ
ー
席

降
船

客
動

線

ポ
ン
プ
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト

（
１
台

の
み

保
存

）

ス
イ
ー
ツ

保
冷
ケ
ー
ス

サ
ー
ビ
ス
カ
ウ
ン
タ
ー

シ
ン
ク

保
冷
庫

コ
ン
ロ

レ
ジ

一
般
テ
ー
ブ
ル
席

３
６
席

大
テ
ー
ブ
ル
席

８
席

カ
ウ
ン
タ
ー
席

１
１
席

合
計

５
５
席

メ
イ
ン
エ
ン
ト
ラ
ン
ス

付
帯

施
設

へ
の
動

線

構
造

補
強

柱

間
仕

切
壁

撤
去

サ
ー
ビ
ス
カ
ウ
ン
タ
ー

腰
壁

、
垂

壁
の
み

ギ
ャ
ラ
リ
ー
シ
ョ
ッ
プ
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３
．
【
参
考
】
活
用
プ
ラ
ン
（
案
）
什
器
備
品
等
の
配
置

カ
フ
ェ

厨
房

展
示
コ
ー
ナ
ー

カ
フ
ェ

テ
ー
ブ
ル

大
テ
ー
ブ
ル

カ
ウ
ン
タ
ー
席

降
船

客
動

線

ス
イ
ー
ツ

保
冷
ケ
ー
ス

サ
ー
ビ
ス
カ
ウ
ン
タ
ー

シ
ン
ク

保
冷
庫

コ
ン
ロ

レ
ジ

一
般
テ
ー
ブ
ル
席

４
２
席

大
テ
ー
ブ
ル
席

８
席

カ
ウ
ン
タ
ー
席

１
２
席

合
計

６
２
席

メ
イ
ン
エ
ン
ト
ラ
ン
ス

付
帯

施
設

へ
の
動

線

ギ
ャ
ラ
リ
ー
シ
ョ
ッ
プ

間
仕

切
壁

撤
去

サ
ー
ビ
ス
カ
ウ
ン
タ
ー

腰
壁

、
垂

壁
の
み

ポ
ン
プ
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト

（
１
台

の
み

保
存

）
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４
．
活
用
に
あ
た
っ
て
の
留
意
点
・
課
題
整
理

【
主
に
ハ
ー
ド
面
】

（
１
）
ト
イ
レ
の
確
保

（
２
）
サ
ー
ビ
ス
用
車
両
の
動
線
，
駐
車
ス
ペ
ー
ス
の
確
保

（
３
）
建
物
内
に
お
け
る
バ
ッ
ク
ヤ
ー
ド
・
サ
ー
ビ
ス
動
線
の
確
保

（
４
）
混
雑
時
に
お
け
る
来
訪
者
の
待
機
ス
ペ
ー
ス
の
確
保

（
５
）
周
辺
に
お
け
る
水
道
関
連
施
設
の
工
事

現
状
，
通
船
事
業
の
利
用
客
の
た
め
に
仮
設
ト
イ
レ
が
２
台
設
置
さ
れ
て
い
る

が
，
多
数
の
来
訪
者
を
想
定
し
た
場
合
，
常
設
ト
イ
レ
の
設
置
が
必
要

文
化
財
登
録
を
め
ざ
す
建
築
物
の
中
に
，
ト
イ
レ
を
新
た
に
設
置
す
る
こ
と
を

避
け
る
た
め
，
別
途
，
常
設
ト
イ
レ
を
設
置
す
る
場
所
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る

カ
フ
ェ
を
設
置
す
る
こ
と
を
想
定
す
る
場
合
，
サ
ー
ビ
ス
車
両
の
動
線
や
，
駐
車

ス
ペ
ー
ス
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。

本
敷
地
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
，
三
条
通
か
ら
の
進
入
し
に
く
い
道
路
形
状
と
な
っ

て
お
り
，
進
入
で
き
る
車
両
の
サ
イ
ズ
が
限
ら
れ
る
こ
と
に
留
意
が
必
要
で
あ
る

ま
た
，
敷
地
も
小
さ
い
た
め
，
駐
車
ス
ペ
ー
ス
の
確
保
に
も
留
意
が
必
要
で
あ
る

建
物
内
に
カ
フ
ェ
を
設
置
す
る
場
合
，
倉
庫
や
従
業
員
の
控
室
等
の
バ
ッ
ク

ヤ
ー
ド
の
確
保
や
，
厨
房
や
倉
庫
へ
の
搬
入
動
線
の
確
保
が
必
要
で
あ
る

旧
御
所
水
道
ポ
ン
プ
室
は
床
面
積
が
小
さ
く
，
こ
れ
ら
の
バ
ッ
ク
ヤ
ー
ド
を
確
保

す
る
こ
と
は
現
実
的
で
は
な
い
た
め
，
別
途
敷
地
内
に
設
け
る
必
要
が
あ
る

（
６
）
わ
か
り
や
す
い
サ
イ
ン
整
備
や
視
認
性
確
保
に
よ
る
認
知
度
の
向
上

（
７
）
夜
間
の
来
訪
者
の
た
め
の
照
明
の
設
置

【
主
に
ソ
フ
ト
面
】

（
８
）
効
果
的
な
情
報
発
信
に
よ
る
認
知
度
の
向
上

（
９
）
ゴ
ミ
の
ポ
イ
捨
て
等
へ
の
対
応

（
１
０
）
閑
散
期
に
お
け
る
対
応

本
施
設
が
賑
わ
い
施
設
と
し
て
，
夜
ま
で
営
業
を
行
う
場
合
は
，
施
設
周
辺
や

イ
ン
ク
ラ
イ
ン
周
辺
に
人
が
立
ち
入
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
，
安
全
の
確
保
の

た
め
に
も
，
照
明
を
設
置
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

多
数
の
人
に
訪
れ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
も
，
効
果
的
な
情
報
発
信
，

広
報
を
行
い
，
認
知
度
を
高
め
る
必
要
が
あ
る
。

例
え
ば
，
南
禅
寺
エ
リ
ア
や
岡
崎
エ
リ
ア
を
含
め
た
観
光
コ
ー
ス
と
し
て
の
打
ち

出
し
方
を
す
る
こ
と
に
よ
り
，
京
都
で
も
有
数
の
観
光
エ
リ
ア
か
ら
の
来
訪
者
の

誘
導
が
図
る
こ
と
が
で
き
る

現
状
，
非
常
に
わ
か
り
に
く
い
場
所
に
あ
る
た
め
，
駅
や
主
な
観
光
資
源
か
ら

の
わ
か
り
や
す
い
サ
イ
ン
整
備
を
行
う
こ
と
で
，
施
設
の
存
在
を
認
知
し
て
も
ら

う
こ
と
が
必
要
で
あ
る

ま
た
，
遠
く
か
ら
の
視
認
性
が
悪
く
，
施
設
の
場
所
が
わ
か
り
に
く
い
た
め
，
敷
地

内
の
水
道
施
設
の
再
編
に
よ
り
，
視
認
性
を
高
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

カ
フ
ェ
に
お
い
て
，
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
場
合
は
，
空
き
カ
ッ
プ

等
が
蹴
上
エ
リ
ア
内
に
ゴ
ミ
と
し
て
捨
て
ら
れ
，
散
在
し
て
し
ま
う
こ
と
の
な
い
よ

う
，
運
営
事
業
者
等
に
対
策
を
求
め
る
必
要
が
あ
る
。

季
節
や
時
間
帯
に
よ
っ
て
は
旧
御
所
水
道
ポ
ン
プ
室
へ
の
来
訪
者
で
混
雑
す

る
可
能
性
が
あ
り
，
そ
の
場
合
を
想
定
し
て
来
訪
者
の
順
番
待
ち
の
待
機
ス

ペ
ー
ス
（
雨
天
時
等
で
の
利
用
を
想
定
）
を
確
保
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

ポ
ン
プ
室
周
辺
で
は
，
今
後
１
０
年
間
を
目
途
に
，
水
道
関
連
施
設
に
係
る
工

事
を
予
定
し
て
い
る
。

疏
水
の
停
水
期
や
疏
水
通
船
事
業
の
オ
フ
シ
ー
ズ
ン
な
ど
に
お
け
る
対
応
を

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
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【
参
考
】
活
用
プ
ラ
ン
（
素
案
）
機
能
配
置
イ
メ
ー
ジ
（
商
業
サ
ー
ビ
ス
施
設
特
化
型
）

ポ
ン
プ
等
を
全
て
撤
去

カ
フ
ェ
レ
ス
ト
ラ
ン
客
席

カ
フ
ェ
・
パ
ン
ド
リ
ー

展
示
ス
ペ
ー
ス

エ
ン
ト
ラ
ン
ス付
帯
施
設
（
新
設
、
約
2
2
0
㎡
）

下
船
場
所

ト
イ
レ

事
務
室
、
従
業
員
控
室
、

倉
庫
、
機
械
室 休
憩
室

（
通
船
乗
客
）

乗
船
場
所

（
親
水
空
間
）

交
流
広
場

レ
ス
ト
ラ
ン
厨
房
、
食
品
庫

テ
イ
ク
ア
ウ
ト
シ
ョ
ッ
プ
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